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工事入札金額の内訳記載及び労務費ダンピング調査の導入について（通知） 

 

このことについて、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正に伴い、

工事の入札時に提出を求めている価格内訳書について、提出時の記載事項を追加いたします。ま

た、記載された直接工事費の額の確認として、開札の都度、労務費ダンピング調査を実施いたし

ますので下記のとおりお知らせいたします。  

 

記  

 

１ 内容 

⑴ 工事入札金額の内訳記載  

工事の入札の際に提出を求めている「価格内訳書」に入札金額の内訳として、これまでの 

記載に加え、次の５項目の経費を記載することを新たに求めます。  

 なお、これらの記載欄に記入漏れがあった場合、無効とする場合がありますのでご注意く 

ださい。 

① 材料費 

② 労務費 

③ 法定福利費（建設工事に従事する者の健康保険料等の事業主負担分） 

④ 建設業退職金共済制度の掛金 

⑤ 安全衛生経費（労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費） 

 

⑵ 労務費ダンピング調査  

落札者が価格内訳書に記載した直接工事費が、一定水準を下回った場合、開札後に理由の 

確認を書面で行います。 なお、書面の提出を行わないには、入札に関する条件に違反した入

札として無効とする場合がありますのでご注意ください。 

 

【参考】 国土交通省 労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン 

（URL:https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan_kenset

sugyo_const_tk1_000001_00026.html） 

 

２ 対象案件 入札に付す予定価格200万円を超える工事  

３ 運用開始日 令和８年４月１日以降に公告又は通知を行う入札案件から実施 

 

事務担当：事務局総務課財務係 (電話番号 0242-24-6311) 
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